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１．はじめに 

新型コロナウイルス感染症の世界的な流行により、現在複数の国が、入国者に対して渡航前

の遺伝子検査（PCR 検査など）の実施と、それに関する結果証明書の提出を求めています．つ

きましては本学会として、学会員が所属する医療機関（トラベルクリニックなど）で検査や証明

書発行を円滑に進めるためのマニュアルを作成しました． 

 

２．検査の流れ 

■ 検査実施までの準備 

□ 各医療機関で、検査可能件数に応じた PPE供給、検査体制を整える． 

  ・ 検査は、院内ないしは外部の検査会社で実施する．  

□ 正しい検体採取方法、PPEの着脱方法、感染管理方法を確認する．令和２年 10月〇日

現在、検査の検体は、渡航国側の提示する条件により、鼻咽頭ぬぐい検体か唾液検体

のいずれかとなっている．検体の種類によって、院内感染防止に関する以下の対応

が求めらる． 

    A.鼻咽頭拭い検体 

     ・検体採取時に採取者は PPE としてサージカルマスク、ゴーグルないしはフェース

ガード、手袋、長袖ガウンないしはエプロンの着用が求められる． 

       ・連続して複数人の検体を採取する時は手袋だけを交換する．ただし、飛沫などの

汚染があった場合は、適宜 PPE全てを交換する． 

       ・採取する場所は通常の診察室と別な部屋がのぞましい．もし通常の診察室を使用

する場合は、採取後に室内を消毒するとともに十分な換気をする． 

      B.唾液検体 

       ・50mL 滅菌容器に 1-2mL 程度の唾液を患者に自己採取し,蓋をしてもらう（5-

10分間かけると 1-2mL採取できる）． 

        ・検体を回収するスタッフは、サージカルマスク・手袋を装着する． 

       ・採取する場所は、十分に換気ができる個室が望ましい. 通常の診察室を使用する 

場合は、採取後に室内を消毒するとともに十分な換気をする． 

       



 ＊資料 A：新型コロナウイルス感染症診断の手引き（第 4.2版） 

       ＊資料 B：新型コロナウイルス感染症（ＣＯＶＩＤ-19）病原体検査の指針（第 3.1版）20201年 3月 11日発行 

    

□  医療機関ごとに、検査代と証明書発行代（自費診療）の設定をする. 

□  検査受付体制を決定する（予約方法、ホームページ整備等）． 

 

■ 検査受付から結果報告まで  

<予約受付> 下記受付条件により、各医療機関の方法で受ける. 

【受付条件】  

イ）  海外渡航であること. 

ロ） 有効期間内のパスポートがあること．  

ハ） 渡航国に応じた記載内容、所定書類有無を予め外務省、大使館のホームページ等で

確認してあること.（所定書類がある場合は必ず提出すること） 

二） 検査～証明書発行までの時間を承諾してもらうこと． 

ホ） 過去 2週間の体調が良好であること． 

へ） 判定保留のため再検査となり、判定に遅れが出る可能性があることを承諾してもら

うこと. 

ト） 検査結果が陽性になった場合、感染者として保健所の指示に従うこと. 

 

<検査当日> 

１） パスポートなどによる本人確認．  

２） 検査受付条件の確認をする． 

３） 問診・診察（検温）を行う． → 検査実施の最終判断とする． 

４）  遺伝子検査の説明をする． 

・検体採取方法の説明をする． 

・証明書発行日を承諾してもらう． 

・判定保留のため再検査となり、判定に遅れが出る可能性があることを説明し、

承諾してもらう. 

・検査結果が陽性になった場合、感染者として保健所の指示に従うことを十分に

説明し、同意してもらう.（同意書を作成することが望ましい） 

５）検体採取する．（鼻咽頭ぬぐい液あるいは唾液） 

６） 証明書発行日時、受け渡し方法を決定する．（原則は来院による対面での受け渡しで

あるが、電子メールや郵便で送付する方法も状況に応じて検討する） 

  

https://www.mhlw.go.jp/content/000742297.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000747986.pdf


 <結果報告> 

陰性の場合 ： ① 証明書を作成する． 

            渡航国によって、指定の検査や記載様式が異なる.記載内容の不備で、 

入国拒否の可能性もあることから、受診者本人に予め詳細を十分確認 

いただくよう、注意を促す．   

② 証明書にはクリニックの英語印鑑を捺印する． 

③ 証明書の結果説明、書類をお渡しする.  

             参考）証明書例 

ベトナム入国時の陰性証明書フォーマット 

（項目３ ベトナム入国前の手続き （５） オ 参照） 

陽性の場合 ： 陽性報告が判った時点で、本人に電話連絡をし、検査医師は直ちに最寄り

の保健所に届け出る． 下記資料３内２５頁「５．届出」参照． 

＊資料 A :  新型コロナウイルス感染症診断の手引き（第 4.2版） 

 

３．相談窓口 

  経済産業省 海外渡航者新型コロナウイルス検査センター(TeCOT) 

TeCOTコールセンター（受付時間 ９：００～１７：００） 

ナビダイヤル：0570-０２８１１７（ＩＰ電話等から：０３-6830-8026） 

Ｅ-MAIL:ｋａｉｇａｉｔｏｋｏｓｉｅｎ-toiawase@meti.go.jp 

  よくある質問：https://www.tecot.go.jp/faq/ 
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